
問い合わせ

人権推進課　人権政策係　
☎６５‐０６９４／ ６３‐４５８２ 問い合わせ

社会福祉課　福祉政策係　☎６５‐０７29 ／ ６３‐４085

　
第
２
回
甲
賀
市
議
会
定
例
会
が
５
月
28

日
か
ら
６
月
24
日
ま
で
の
会
期
で
開
催
さ

れ
ま
し
た
。
市
が
提
案
し
、
審
議
・
可
決

さ
れ
た
主
な
議
案
は
次
の
と
お
り
で
す
。

補
正
予
算

◦ 

平
成
27
年
度
甲
賀
市
一
般
会
計
補
正
予

算
（
第
１
号
）

◦ 

平
成
27
年
度
甲
賀
市
介
護
保
険
特
別
会

計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

条
例
の
制
定

◦ 

甲
賀
市
附
属
機
関
設
置
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

◦ 

甲
賀
市
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

◦ 

甲
賀
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
等
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

◦ 

甲
賀
市
地
域
総
合
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

◦ 

甲
賀
市
介
護
保
険
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例

◦ 

甲
賀
市
公
民
館
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

そ
の
他

◦ 

財
産
の
処
分
に
つ
き
議
決
を
求
め
る
こ

と
に
つ
い
て

◦ 

調
停
事
件
の
合
意
に
つ
き
議
決
を
求
め

る
こ
と
に
つ
い
て

◦ 

契
約
の
締
結
に
つ
き
議
決
を
求
め
る
こ

と
に
つ
い
て

第
２
回

甲
賀
市
議
会
定
例
会

平成27年

平成２８年度
実施分

『市民協働事業』提案募集のお知らせ
～皆さんの思いをカタチに～

　
甲
賀
市
と
し
て
、
初
め
て
の
地
域
お
こ
し
協
力
隊
の
就
任
式
が
６
月
１

日
、
水
口
庁
舎
で
あ
り
、
土
山
町
山
内
地
域
で
活
動
す
る
お
二
人
に
意

気
込
み
を
語
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
地
域
お
こ
し
協
力
隊
と
は
、
都
市
部
の
住
民
が
、
地
域
活
性
化
を
め
ざ
す

中
山
間
地
域
な
ど
に
移
住
し
、
特
産
品
の
生
産
・
販
路
拡
大
や
情
報
発
信
な

ど
を
地
元
住
民
と
協
働
し
て
す
す
め
る
、
新
し
い
地
域
お
こ
し
の
形
で
す
。

　
山
内
地
域
は
、
自
治
振
興
会
が
主
と
な
り
、
獣
害
対
策
と
し
て
の
鹿

肉
活
用
・
健
康
果
実
ア
ロ
ニ
ア
の
栽
培
お
よ
び
加
工
品
の
開
発
・
地
元
の

素
材
を
使
っ
た
伝
統
料
理
の
開
発
に
取
り
組
ま
れ
て
き
ま
し
た
。
お
二
人

は
山
内
地
域
に
住
み
、
そ
れ
ぞ
れ
の
得
意
分
野
を
活
か
し
て
こ
れ
ら
の
取

り
組
み
を
更
に
発
展
さ
せ
、
地
域
活
性
化
に
つ
な
げ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ

て
い
ま
す
。

地
域
お
こ
し
協
力
隊

�

土
山
・
山
内
地
域
に
就
任
！

隊員のご紹介

合
ごう
田
だ
大
だい
智
ち
さん

 （新潟県新潟市より）

　山内の特産品カレン
ダーを作成して情報を
発信し、それを元に技
術や知恵をわかりやす
く皆さんに伝えます。
養蜂や狩猟を行ったり、
地域の素材を使った木
工品や家具などを製作
予定です。

黒
くろ
田
だ
裕
ゆう
也
や
さん

 （富山県滑川市より）

　空き家を再生した宿泊
型施設と共有スペースの
運営・空き家バンクの活
性化をめざします。イン
ターネットを使った情報発
信、山内の「名人マップ」
を使ったツアーを山内で
開催し、全国に発信しま
す。地域ファンを増やす
仕掛けづくりを行います。

色んなことに
チャレンジして、
地域に貢献して
いきたいです。

ぜひ、僕に
地域自慢を

してください !

　甲賀市地域福祉計画の策定にあたって、市民の皆さまのご意見
を幅広くお聞きし計画に反映させていくため、甲賀市地域福祉計画
審議会委員として、ご意見・ご提案をいただける方を募集します。
■募集人数／３人以内
■ 応募資格／ 市内に居住又は通勤、通学する満18歳以上の方  

（平成27年8月5日現在）
■任　　期／委嘱の日から平成29年3月31日まで
■ 会　　議／平日の昼間に開催を予定しています。 
《平成27年度》３回程度　 《平成28年度》６回程度

■ 応募方法／応募用紙に小論文(800字程度)を添えて、郵送、ＦＡＸ、Ｅ
メールまたは持参により応募してください。※詳しくは募集要項または
市ホームページをご覧ください。

■ 応募用紙の設置場所／社会福祉課・市民窓口センター・旧支所の地
域市民センター　※市ホームページからもダウンロードできます。

■応募締切／平成27年8月5日(水) ※当日消印有効

甲賀市地域福祉計画審議会委員を募集します

　人権擁護委員２人が７月１日、法務大
臣から委嘱を受けられました。
　 任 期は平 成30年12月31日まで 
です。
　人権に関わる悩み事は、人権擁護
委員にご相談ください。
●退任 
　森

も り

村
む ら

シズ子
こ

さん（水口町中邸） 
　池

い け

田
だ

　仁
ひ と

美
み

さん（水口町下山）
●新任
 　福

ふ く

井
い

世
せ

津
つ

子
こ

さん（水口町東名坂） 
　殿

と の

城
し ろ

　和
か ず

美
み

さん（水口町山）

人権擁護委員の委嘱

市民協働事業提案制度とは  
　 　「市と協働して事業を進めたい」、「既に行われてい

る市の事業をより良いものにしたい」そんな思いを
お持ちの市民活動団体から提案を受け、提案者と市
が目的を共有し、ともに提案内容の実現性を高め、
事業の実施に向けて力を合わせていく仕組みです。
協働のまちづくりを進めるため、市が重点的に取り組
む施策のひとつです。

事業は審査で選定  
　 　市と協働して取り組むことにより、地域課題や社会

的課題の解決が図られ、具体的な成果・効果が期待
できる事業が対象となります。審査委員会による一
次審査（書類）、二次審査（公開プレゼンテーション）を
行い、協働に適した事業を選定します。

提案の種類  
　⑴ 市民テーマ型事業：提案団体が自由なテーマを設

定して提案する事業
　⑵ 行政テーマ型事業：提案団体が市の設定したテー

マに基づき提案する事業
　　　〇３Ｒ（ごみの減量・再利用・再資源化）運動の推進
　　　〇家庭・地域での男女共同参画の推進
　　　〇地域に根ざした医療介護施設をめざして
　　　○甲賀三霊山の自然観光ルート整備事業

対象団体  
　 　活動拠点が市内にあり、構成する会員が５人以上

で運営に関する会則等があり、適正な会計処理が行
なわれていること。
　※�行政への一方的な要望や提案団体への支援といっ
たものは不可。

事業の実施期間  
　 　平成２８年４月１日（金）～平成２９年３月３１日（金）

募集受付期間  
　 　平成２７年７月１５日（水）～９月１１日（金）

提案の応募方法  
　 　市ホームページを参照されるか、地域コミュニティ

推進室までお問い合わせください。

　よりよいまちづくり、魅力あるまちづくりのために、アイディアいっぱいのご提案をお待ち
しています。

行
政
テ
ー
マ

問い合わせ

地域コミュニティ推進室　☎６５-０６８７／ ６３‐４554

◀
協
働
事
業
の
説
明
を
聞
く
見
学
者

▲委嘱を受けた２人の隊員

14平成 27 年 7 月 15 日15 平成 27 年 7 月 15 日


